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（1）任免

ア　新規採用／退職者（令和４年度（2022年度））

表1

グラフ1-Ａ 　　　　グラフ1-B

イ　採用試験（令和４年度（2022年度））

　採用試験実績は、表2のとおりです。
　技能労務職については、平成11年度（1999年度）から採用試験を実施していません。

　生活環境職については、平成30年度（2018年度）から採用試験を実施しています。
表2

　新規採用者数と退職者数は表１のとおりです。また、令和５年（2023年）4月1日付採用者を参考として掲載しています。

1 職員の任免、職員数に関する状況
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1次 2次 最終 1次 2次 最終

行政（大卒程度） 1,321 492 279 78 行政（高卒程度） 33 21 9 3

行政（大卒程度・経験者採用） 172 34 21 3 行政（大卒程度・障害のある方を対象とした試験） 8 1 1 1

行政（大卒程度・障害のある方を対象とした試験） 7 1 1 1 行政（大卒程度） 70 39 26 15

社会福祉（大卒程度） 25 4 2 0 行政（大卒程度・経験者採用） 43 25 17 16

社会福祉（大卒程度・経験者採用） 8 3 2 2 土木（大卒程度） 0 0 0 0

土木（大卒程度） 13 7 6 3 土木（大卒程度・経験者採用） 1 1 1 1

土木（大卒程度・経験者採用） 6 6 5 2 栄養士（大卒程度・経験者採用） 5 2 2 2

建築（大卒程度） 14 11 6 3 保健師（大卒程度） 0 0 0 0

建築（大卒程度・経験者採用） 5 2 2 2 保健師（大卒程度・経験者採用） 1 1 1 0

機械（大卒程度） 8 4 3 2 看護師（大卒程度・経験者採用） 5 3 3 1

機械（大卒程度・経験者採用） 4 2 0 0 看護教員（大卒程度・経験者採用） 2 2 2 1

衛生監視（大卒程度） 28 11 5 1 - - - - -

衛生監視（大卒程度・経験者採用） 6 2 1 0 9/16～9/20 62 43 27 18

保育士（大卒程度） 18 12 11 7 1,960 773 463 173

保育士（短大卒程度） 3 1 1 0

保育士（大卒程度・経験者採用） 13 4 3 0

栄養士（大卒程度） 36 22 15 7

栄養士（大卒程度・経験者採用） 19 2 1 0

保健師（大卒程度） 23 15 10 4

保健師（大卒程度・経験者採用） 1 0 0 0

職
種

試験区分
1次

試験日

5/20～
5/23

一

般
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政

職

応募
者（人）

合格者（人） 応募
者（人）

合格者（人）

技 能 労 務 職

生 活 環 境 職

計

職
種

試験区分
1次

試験日

9/16～
9/20

一

般

行

政

職

12/17～
12/21

R4(2022).4.2～ （参考）

R5(2023).3.31 R5(2023).4.1

一般行政職 99(19)人 2人 84(15)人 35人 10人 37(2)人 82(2)人

技能労務職 - - - 21人 1人 2人 24人

生活環境職 18人 - 17人 0人 0人 3人 3人

合計 117(19)人 2人 101(15)人 56人 11人 42(2)人 109(2)人

(注1)　一般行政職とは、行政、土木、建築などです。

(注2)　技能労務職とは、清掃作業員、給食調理員、用務員などです。

(注3)　生活環境職とは、現場での経験や技術等を活かし、企画立案や現場での調整等を行う現場の総合職です。

(注4)　カッコ内は任期付職員数であり外書きです（任期付短時間勤務職員は除いています）。
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ウ　昇任試験（令和４年度（2022年度））
　昇任試験実績は、表3のとおりです。

ために実施しています。

表3

エ　降任

申し出ることができる「降任希望制度」を整備し、適材適所の人事行政の推進に努めています。

表4
降任（令和４年度（2022年度）実績）

（2）職員数

ア　定員（部門別職員数）の状況（各年4月1日現在）

表5
定員（部門別職員数）の状況

　定員（部門別職員数）の状況は、表５のとおりです。

職員本人の病気や家族の看護などの理由により、現在の役職の職責を果たすことが困難な場合に、職員自ら降任を

昇任試験は、職員が職務上培ってきた能力や専門性を最大限に活用し、職員の働きがいや職員の意欲の向上を図る

に必要な職員を配置しました。その結果、前年と比較して職員数は２名の減員となっています。

職員数（任期付フルタイム勤務職員・再任用フルタイム勤務職員を含む）は、八王子駅南口総合事務所の開庁日の見直

しや給食調理業務の委託化などの業務の合理化・効率化、「八王子未来デザイン２０４０」策定終了に伴う事業の収束に
より職員を減員しました。一方で、地域づくりの推進、生活困窮者支援の体制強化及び新設した学校給食センターなど

男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計

課長補佐職 263人 62人 325人 33人 6人 39人 16人 2人 18人 48.5% 33.3% 46.2%

専門幹 17人 1人 18人 1人 0人 1人 0人 0人 0人 0.0% - 0.0%

主査職 525人 351人 876人 46人 14人 60人 27人 10人 37人 58.7% 71.4% 61.7%

主任職 137人 173人 310人 113人 117人 230人 67人 83人 150人 59.3% 70.9% 65.2%

合格率（対受験者）
区　分

対象者 受験者 合格者

降任区分 課長職→課長補佐職 課長補佐職→主査職 主査職→主任職

人数 0人 1人 1人

令和５年
（202３年）

令和4年
（2022年）

対前年
増減数

主　な　増　減　理　由

議会 17人 17人 0人

総務・企画 541人 539人 2人 地域づくりの推進による増など

税務 177人 178人 ▲ 1人 土地・家屋現地調査業務の体制見直しによる減など

民生 561人 560人 1人 生活困窮者支援の体制強化による増など

衛生 581人 583人 ▲ 2人 館クリーンセンター整備事業の終了による減など

労働 3人 3人 0人

農林水産 25人 25人 0人

商工 40人 42人 ▲ 2人
八王子市産業イノベーションプラン策定終了による減
など

土木 362人 360人 2人 高尾駅南北自由通路等の整備に伴う業務増など

一般行政部門 計 2,307人 2,307人 0人

423人 426人 ▲ 3人 給食調理業務委託による減など

2,730人 2,733人 ▲ 3人

37人 37人 0人

144人 143人 1人
八王子市高齢者計画・第９期介護保険事業計画の策
定による増など

181人 180人 1人

2,911人 2,913人 ▲ 2人

（50人） （48人） 2人

（181人） （177人） 4人

（注1）基準日・会計上の基準が異なるため「職員給与費」とは一致しません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（注2）任期付短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員は含みません。
（注3）地方自治法に基づく派遣者は含みません。　　　
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イ　級別職員数の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）
　級別職員数は、表6のとおりです。
　一般行政職の職員数は、前年に比べ３人増、５年前と比べ２８人増となっています。

表6

（注1） 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
（注2） カッコ内は、再任用又は任期付職員数であり、外書きです。

グラフ2－Ａ 　　　　　 グラフ2－B

除いています。割合（％）は、端数処理の関係上、合計が100％にならない場合があります。）

グラフ3（各年4月1日現在　普通会計決算）

グラフ2－Ａは、表6のうち、一般行政職、技能労務職、生活環境職の割合を示したものです。また、一般行政職
の級別職員数の構成比をグラフ2－Bで表しています。（※医療職、特定任期付職員及び都給料表適用者は

グラフ3は、市民１万人当たりでみた職員数を比較したものです。東京都26市の平均や中核市の平均と比べて、

本市が少ない状況であることがわかります。
今後も、社会経済情勢や市民ニーズの変化を踏まえ、すべての施策・事業や仕事の進め方を見直す中で、効率的

・効果的な組織づくりに取り組んでいきます。

中
核
市

0

10

20

30

40

50

60

70

H30 R1 R2 R3 R4

人

年度

市民１万人当たりの職員数

八王子市

26市平均

中核市平均

一般行政職

2,417人

90.6%

技能労務職

169人 6.3%
生活環境職

83人 3.1%

5級 部長

1.4%
4級 課長

5.9%

3級 課長補

佐・主査

23.8%

2級 主任

47.7%

1級 主事

21.2%

一般行政職の構成比一般行政職・技能労務職・生活環境職の割合

5級 4級 3級 2級 1級

部長 課長 課長補佐・主査 主任 主事

34人 142人 575人 1,154人 512人 2,427人

ー ー （3人） ー （46人） （49人）

（4人） ー ー （124人） ー （128人）

業務主任 業務主事

169人 －

（53人） ー （53人） 2,681人

生活環境主査 生活環境主任 主事 （49人）

4 11人 68人 （181人）

ー ー ー （0人）

部長 課長 主査
1人 1人 －

１年前 34人 142人 580人 1,083人 577人 － 8人 2,424人

５年前 31人 133人 639人 806人 782人 － 8人 2,399人

２級 １級

主任 主事

－ －

85人 －

－

－

任期付短時間勤務職員

再任用短時間勤務職員

区分

標準的な職務内容

計
都給料表

適用

169人

＜参考＞

一般行政職
の構成比

医療職

区分

（任期付職員外書）

標準的な職務内容

一般行政職

（再任用職員外書）

標準的な職務内容

技能労務職

標準的な職務内容

2,911人

生活環境職

（再任用職員外書）

2人

（再任用職員外書）

－

－

－
83人

9人
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付職員

－

－

－
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（1）人件費の状況（令和４年度（2022年度））

表7

グラフ4

　

（2）職員給与費の状況（令和４年度（2022年度））

表8
 

（3）平均給料月額・平均給与月額・平均年齢の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表9

　普通会計決算における人件費の状況は、表7のとおりです。

　普通会計決算における職員給与費の状況は、表8のとおりです。

　平均給料月額、平均給与月額、平均年齢の状況は、表9のとおりです。

グラフ4は、市民1人当たりにみた人件費の額を比較したものです。東京都26市の平均や中核市の平均に比べ、

本市は低くなっています。

2 給与などの状況

中
核
市

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

H30 R1 R2 R3 R4

万円

年度

市民１人当たり人件費

八王子市

26市平均

中核市平均

住民基本
台帳人口

歳出総額（Ａ） 実質収支 人件費（Ｂ）
人件費比率

（Ｂ）／（Ａ）×100

（参考）
令和３年度（2021
年度）の人件費比率

561,034人
令和５年（2023年）

3月31日現在

（注1） 人件費とは、一般職の職員に支給される給与と市長や議員など特別職の給料・報酬・手当などの合計です。
（注2） 普通会計とは、自治体間の比較を可能とするために全自治体が統一の基準で作成する統計上の会計です。

12.0%
2,280億

7,757万円
60億

2,276万円
281億

753万円
12.3%

給料 職員手当
期末・勤勉

手当
計（Ｂ） （Ｂ）／（Ａ）

(参考）
都

令和５年（2023年）
3月31日現在

（注1）　職員数は、普通会計上の人数です。
（注2）　職員手当には退職手当を含みません。

660万円
180億

1,625万円

職員数
（Ａ）

給与費

100億
8,478万円

33億
8,727万円

45億
4,420万円

1人当たりの
給与費

754万円
2,730人

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

八王子市 317,315円 383,357円 43.2歳 319,770円 375,436円 55.9歳 229,677円 278,535円 35.3歳

東京都 316,277円 398,074円 42.4歳 287,646円 354,902円 50.5歳 ― ― ―

(注1) 給与には、基本給としての給料と、毎月決まって支給される扶養手当、地域手当、住居手当、管理職手当が含まれます。
　　 　実績に応じて支給される特殊勤務手当、時間外勤務手当は含みません。
（注2）この表における一般行政職とは、地方公務員給与実態調査の職種区分によるものです。

区分
一般行政職 技能労務職 生活環境職

4



グラフ5-Ａ

グラフ5－Ｂ

グラフ5－C

　グラフ5-Ａ・Ｂ・Cは、一般行政職、技能労務職、生活環境職それぞれの年齢別職員数及び平均給料月額を表したものです。

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 25 30 35 40 45 50 55 59

平
均
給
料
月
額
（
千
円
）

人
数
（
人
）

年齢（歳）

年齢別職員数及び平均給料月額（一般行政職）

人数（人）

平均給料月額（千円）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 25 30 35 40 45 50 55 59

平
均
給
料
月
額
（
千
円
）

人
数
（
人
）

年齢（歳）

年齢別職員数及び平均給料月額（生活環境職）

人数（人）

平均給料月額（千円）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

18 25 30 35 40 45 50 55 59

平
均
給
料
月
額
（
千
円
）

人
数
（
人
）

年齢（歳）

年齢別職員数及び平均給料月額（技能労務職）

人数（人）

平均給料月額（千円）

5



（4）ラスパイレス指数の推移

表10

（5）初任給の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表11

（6）経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表12

（7）期末・勤勉手当の支給割合（令和５年（2023年）4月1日現在）
　期末・勤勉手当の支給割合（月数）は、表13のとおりです。

表13

（8）退職手当の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表14

　経験年数（10年、20年、25年、30年）別、学歴別平均給料月額は、表12のとおりです。

　一般行政職の初任給は、表11のとおりです。

　この初任給のほか、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当などが支給されます。

　退職手当の支給割合（月数）は、表14のとおりです。令和４年度（2022年度）に退職した八王子市職員1人当たりの
平均支給額は、普通退職で505万円（平均勤続年数13年7月）、定年等退職で2,013万円です。

　各年のラスパイレス指数の推移は表10のとおりです。

区分 八王子市 東京都 国

総合職189,700円

一般職185,200円

高校卒 152,200円 152,200円 154,600円

大学卒 187,900円 187,900円

期末 勤勉 期末 勤勉 期末 勤勉

1.20月 1.075月 1.20月 1.075月 1.20月 1.00月

（0.675月） （0.525月） （0.675月） （0.525月） （0.675月） （0.475月）

1.20月 1.075月 1.20月 1.075月 1.20月 1.00月

（0.675月） （0.525月） （0.675月） （0.525月） （0.675月） （0.475月）

（注1） カッコ内は、再任用職員に係る支給割合です。

（注2） 国・都・市それぞれに職制上の段階、級等による加算措置があります。

東京都 国
区分

12月期

6月期

八王子市

4.55月 4.40月
計

4.55月

（2.40月） （2.40月） （2.30月）

区分
令和元年度

（2019年度）
令和2年度

（2020年度）
令和３年度

（2021年度）
令和4年度

（2022年度）
令和5年度

（2023年度）

八王子市 98.2 97.9 97.9 97.5 97.6

26市平均 99.7 99.5 99.3 99.0 99.0

東京都 101.0 100.9 100.8 100.6 100.5
（注） ラスパイレス指数とは、職員の基本給である給料について国家公務員を100とした場合に、自治体職員の水準を示す指数です。

経験年数10年 経験年数20年 経験年数25年 経験年数30年

大学卒 270,390円 366,386円 383,437円 389,556円

短大卒 ― ― 364,278円 ―

高校卒 ― ― ― 369,075円

技能労務職 全学歴 ― ― ― 326,900円

生活環境職 全学歴 206,650円 278,950円 ― ―

（注1） 経験年数とは、卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合は、採用後の在職年数をいい、中途採用者について
　　　　は、採用前の前歴などを換算して加算した年数です。
（注2） 記載のない欄は、当該職層職員がいない場合です。
（注3）この表における一般行政職とは、地方公務員給与実態調査の職種区分によるものです。

一般行政職

区分

普通 定年など 普通 定年など 普通 定年など

勤続20年 19.6695月分 24.586875月分

勤続25年 28.0395月分 33.27075月分

勤続35年 39.7575月分 47.709月分

最高限度 47.709月分 47.709月分

定年前早期退職特例措置
（2～45％加算）

加算措置

区分
八王子市

支
給
率

定年前早期退職特例措置
（2～20％加算）

23.0月分

30.5月分

43.0月分

43.0月分

23.0月分

30.5月分

43.0月分

43.0月分

東京都 国
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（9）その他の職員手当の状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表15

表16

（10）特別職の報酬などの状況（令和５年（2023年）4月1日現在）

表17

　特別職の報酬などは、表17のとおりです。
特別職の報酬などの額は、公募市民と市内の公共的団体の代表などにより構成される「八王子市特別職報酬等審議

会」の答申を尊重し、条例で定めています。

　その他の主な職員手当については、表15・16のとおりです。

令和４年度（2022年度）
実績

令和３年度（2021年度）
実績

支給総額 11億1,860万円 11億3,732万円

1人当たりの
平均支給月額

31,186円 31,446円

種　類 3種 3種

項　目 13項目 13項目

全職員に対する
手当支給職員割合

10.1% 10.1%

支給職員1人当たりの
平均月額

6,904円 6,927円

（注） 特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康、困難な勤務、その他著しく特殊な勤務に従事したときに支給される手当です。

時
間
外

勤
務
手
当

区分

特
殊
勤
務
手
当

八王子市 東京都 国

配偶者
6,000円

（課長職は3,000円）
6,000円

（課長職は3,000円）
6,500円

（行（一）8級職員等は3,500円）

①子　9,000円
②父母等　6,000円

①子　9,000円
②父母等　6,000円

①子　10,000円
②父母等　6,500円

 （課長職は3,000円）  （課長職は3,000円） （行（一）8級職員等は3,500円）

16～22歳の子が
いる場合の加算

１人につき　4,000円 １人につき　4,000円 1人につき　5,000円

支給率
給料・扶養手当・管理職手当
の合計額の15％

給料・扶養手当・管理職手当
の合計額の20％～0％

給料・扶養手当・管理職手当
の合計額の20％～0％

平均支給額 48,439円 67,087円 ―

住
居
手
当

世帯主等

15,000円
（管理職を除く年度末年齢35歳
未満で、月額15,000円以上の
家賃を払っている職員）

15,000円
（管理職を除く年度末年齢35歳
未満で、月額15,000円以上の
家賃を払っている職員）

支給限度額
28,000円
（賃貸住宅のみ）

交通機関
電車・バス等

運賃相当額
（支給限度額　55,000円）

運賃相当額
（支給限度額　55,000円）

運賃相当額
（支給限度額　55,000円）

交通用具
車・自転車等

通勤距離に応じて1か月ごとに
支給
2,600～15,000円

通勤距離に応じて原則6か月
分を一括支給
2,600～15,000円

通勤距離に応じて1か月ごとに
支給
2,000～31,600円

通
勤
手
当

区分

地
域
手
当

扶
養
手
当

その他の
扶養親族

区分 給料の月額 期末手当 区分 報酬の月額 期末手当

議 長 750,000円

副議長 680,000円

副市長 940,000円 議 員 610,000円

 ６月期　2.275月分
12月期　2.275月分

　　計　　4.55月分

 ６月期　2.275月分
12月期　2.275月分

　　計　　4.55月分

市 長 1,110,000円
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（1）勤務時間の状況

表18

（２）休暇制度（令和５年（2023年）4月1日現在）

表19

（1）分限処分（令和４年度（2022年度））

表20

（2）懲戒処分（令和４年度（2022年度））

表21

　分限処分（地方公務員法第28条）は、表20のとおりです。

　分限処分とは、公務能率の維持を目的に職員に対して行われる処分です。

一方、懲戒処分は、職員の服務規律違反など義務違反に対する道義的責任を問い、職務遂行における秩序維持を図る

職員の勤務時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分の1日7時間45分・週38時間45分です。休日は原
則として、土・日曜日、祝・休日、年末年始（12月29日から翌年1月3日まで）です。

　懲戒処分（地方公務員法第29条）は、表21のとおりです。

職員に付与される年次有給休暇などの種類は、表19のとおりです。

制裁的処分です。

3 勤務時間その他の勤務条件の状況

４ 分限及び懲戒処分の状況

正規の勤務時間 午前8時30分～午後5時15分

休憩 正午～午後1時

区分 降任 免職 休職

処分者数 0人 0人 63人

区分 戒告 減給 停職 免職

処分者数 2人 0人 0人 1人

種  類 内　容

年次有給休暇 年度20日（前年度繰越し分を含め最大40日）

育児休業 子が3歳に達する日まで（無給）

部分休業 子が小学校に入学する年の3月31日まで1日2時間（無給）

介護休暇 通算180日（無給）

療養休暇 必要と認められる期間（90日以内）

結婚休暇 7日

忌引 1～10日

産前・産後休暇 産前8週、産後8週

配偶者出産休暇 2日

育児時間 1日90分

夏季休暇 5日

長期勤続休暇 15年・・・3日　30年・・・5日

ドナー休暇 必要と認められる期間

ボランティア休暇 年度5日以内

子ども看護休暇 年度5～10日以内

短期の介護休暇 年度5～10日以内

育児参加休暇 5日

生理休暇 2日

妊娠症状休暇 10日

早期流産休暇 7日

妊娠等通院休暇 妊娠23週まで：4週間につき1日、妊娠23週以降：2週間につき1日、出産後1年以内に1日

妊娠中の通勤緩和休暇 始業時30分、終業時30分

介護時間 3年の期間内で1日2時間（無給）

修学部分休業 2年の期間内で、1週間あたりの勤務時間の2分の1を超えない時間（無給）

配偶者同行休業 3年を超えない範囲内（無給）

出生サポート 年度5～10日以内

8



（1）休暇等取得（令和４年度（2022年度））

表22

表23

（2）育児休業

表24

(3)療養休暇（令和４年度（2022年度））

（1）研修

表25

表26 （市企画研修内訳）

　育児休業とは、出産後そのこどもが3歳に達するまで、職員の請求により休業することができる制度です。

部分休業とは、出産後そのこどもが小学校就学前まで、職員の請求により1日の勤務時間のうち2時間を限度として
勤務時間を短縮し、保育園の送迎などに利用できる制度です。育児休業を利用した後、部分休業を利用することも可

　なお、休業期間（時間）は無給です。

　地方公務員法第39条の規定に基づき、「人財育成基本方針」を定め、計画的な職員育成を進めています。

　休暇等取得状況については、表22・表23のとおりです。

　令和４年度（2022年度）の研修実績は、表25・表26のとおりです。

　令和４年度（2022年度）の育児休業などの利用状況は、表24のとおりです。

　療養休暇取得者は、115人です。

能です。

5 服務の状況

6 研修及び人事評価の状況

取得者数 取得者数

結婚休暇 58人 ボランティア休暇 0人

忌引 416人 子ども看護休暇 459人

産前・産後休暇 52人 妊娠等通院休暇 41人

配偶者出産休暇 48人 妊娠症状対応休暇 9人

育児時間 17人 早期流産休暇 6人

夏季休暇 2,905人 育児参加休暇 39人

長期勤続休暇 194人 短期の介護休暇 133人

ドナー休暇 0人 4人

種類

特
別
休
暇

種類

特
別
休
暇

介護休暇（無給）

受講者数 備考

11,394人 市が独自に企画・実施する研修

1,083人 東京都市町村職員研修所への派遣研修

367人 各担当課において業務上必要な知識の習得を図る研修

研修区分（種類別）

研修所研修

各課研修

市企画研修（詳細は下表）

平均取得日数

15.3日
年次有給休暇

回数 受講者数 回数 受講者数

新規採用職員 4回 137人 自主研究グループ助成 - 34人

新規採用職員フォロー 2回 237人 通信教育講座助成 - 123人

管理職 9回 316人 資格取得助成 - 24人

課長補佐職 2回 34人 大学院入学助成 - 2人

昇任者 5回 150人 小計 - 183人

職層別 5回 1,765人 コミュニケーション等 11回 283人

サイクル（基礎事務） 5回 7,845人 意識向上 1回 40人

小計 32回 10,484人 接遇 4回 300人

国・東京都等 - 6人 キャリアデザイン 3回 65人

小計 - 6人 小計 19回 688人

育児休業等復職者 1回 33人 52回 11,394人

小計 1回 33人

研修名研修名

合計

基
本
研
修

支
援

自
己
啓
発

派
遣

特
別
研
修

区分 育児休業利用者 部分休業利用者

男 57人 20人

女 129人 118人
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（2）人事評価

表27

（1）福祉

表28

表29

（2）利益の保護

ア　公務災害

表30

イ　勤務条件に関する措置の要求・不利益処分に関する審査請求

　令和４年度（2022年度）の勤務条件に関する措置の要求及び不利益処分に関する審査請求は、表31のとおりです。
表31

であった元職員が再就職をする際には届出を義務付けています。

職員は、公平委員会に給与などの勤務条件に関し適当な措置が執られるよう要求することや、懲戒や本人の意に反
する不利益な処分に対し審査請求をすることができます。

公平委員会とは、これらの要求や処分が適当であるか審査し、必要な場合は勧告・指示することができる独立した機
関です。

職員の厚生制度として、地方公務員法第42条の規定に基づき、職員の会費と事業主である市の交付金で運営する
職員互助会を設置し、職員の健康増進、その他厚生に関する事業を行っています。

市が、事業主として実施する事業は、会費と交付金の相互負担により実施し、交付金の対象とならない独自の事業は
会費のみで実施します。

なお、平成18年度（2006年度）から、八王子市職員互助会に関する条例第4条の規定に基づき、交付金は会費を上
回らない額とし、平成24年度（2012年度）以降は、会費の80％としています。

退職者の再就職などは地方公務員法第３８条の２の規定に基づいて管理するほか、退職時に管理職であった者が退
職職後２年間、管理職として就いていた職（所属）の現職員に働きかけを行うことを条例で禁止しています。また、管理職

　職員の人事評価については、地方公務員法第23条～第23条の3の規定に基づき年1回実施しています。

　令和５年（2023年）4月1日現在の互助会の状況は、表28のとおりです。

　令和４年度（2022年度）の互助会の事業は、表29のとおりです。

　公務災害等の状況は、表30のとおりです。

7 福祉及び利益の保護の状況

8 退職管理の状況

業績評価 能力評価

○ ○

一般行政職 ○ ○

技能労務職 ○ ○

生活環境職 ○ ○

評価対象期間

4月～翌年3月

評価の方法
職区分

管理職

一般職

区分 令和４年度（2022年度） 令和３年度（2021年度）

公務災害 17件 18件

通勤災害 4件 5件

区分 件数

勤務条件に関する措置の要求 0件

不利益処分に関する審査請求 0件

市交付金 会員会費 会員参加負担金 公費負担率

2,461万円 3,103万円 622万円 会費の79.2％

交付金対象事業 福利厚生事業

独自事業 給付事業
結婚祝金・出産祝金・リフレッシュ支援金・弔慰
金・災害見舞金・入学祝金等

健康管理助成（人間ドック）・
ライフサポート事業

名　　称 対象職員 会員数 事業主交付金支出額

八王子市職員互助会
市長部局・教育委員会・

行政委員会及び派遣職員
3,078人

2,532万円
1人当たり　8,227円

（注）会員数及び事業主交付金支出額は令和５年度（2023年度）予算数値です。
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